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課題山積の「離婚後共同親権」だれのため？ 
１９日の参院本会議で離婚後「共同親権」を導入する

民法改定案が審議入りしました。SNSなどでは、この

法案の問題点が専門家から指摘され、拙速な成立に待

ったをかけようとネット署名が急速に広がっています。 

離婚しても父母のどちらも親なのだから子育てに共

同で取り組むのはいいことでは？と感じている方もい

ると思いますので、改めて指摘されている問題点を見

てみたいと思います。 

DVから逃れるのを困難にしてしまう 

そもそも「離婚後共同親権」とは、父母両方が離婚

後も親権をもつ制度です。子どもの財産を管理し、居

所や学校などの教育、入院・手術・予防接種等の医療

等について決める権限を持つことになります。現在、

日本では離婚時に、親権者を片方に決めていますが、

今国会で審議される離婚後共同親権が導入されると、

共同親権か単独親権かを、父母の協議もしくは、裁判

所の決定で決めることになります。 

 民法改定案は、父母が対立状態でも家庭裁判所の

判断で共同親権の適用を可能とします。ＤＶなどがあ

る場合は「単独親権」にできるとしていますが、ＤＶの

立証ができなければ共同親権となる恐れがあります。 

 夫婦の話し合いで離婚をする「協議離婚」において

も、ＤＶや虐待事案を共同親権の対象から排除する

方策がとられていません。「離婚してほしいなら共同

親権にしろ」という要求を被害者が断れず、合意に追

い込まれる恐れがあります。離婚した相手との関係が

強制的に継続させられることになります。これでは、Ｄ

Ｖ被害者や子どもが、加害者から逃げることが難しく

なります。 

 また、よく言われる別居親でも子どもと会う権利が

あるというのは、現在の制度でも「面会交流」として可

能であり、親権とは関係ないものです。また、面会交

流は親ではなく子どものためのものであり、面会交流

の取り決めや実施の際には、子どもの気持ち、生活リ

ズムを尊重するなど、子どもの利益を最も優先して考

慮しなければなりません。 

自治体の子育て施策にも影響が⁉ 

衆院の審議を通じて新たな問題も明らかになりまし

た。共同親権の場合、高校授業料無償化の所得認定

で別居する両親の収入が合算され、無償化の対象か

ら外れる事態が起きることを文科副大臣が認めました。

こうした例が児童扶養手当など少なくとも２８件あると

判明しています。ひとり親支援制度などが使えなくな

ることがあってはなりません。 

 法案に子どもの意見表明権を明記し、親権・監護者

の決定や面会交流などあらゆる場面で子どもの意

思・気持ちが尊重されることを明確にすべきです。 

 親権という用語や概念を見直し、子どもが安全・安

心に暮らせ

るための親

の責務、社

会による子

どもの権利

と福祉の保

障を明確に

する必要が

あります。 

 

 

         ↑夫婦の収入合算で対象から外れかねないもの 


